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   開     議 

 

 

○町田義昭議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、鈴木榮一農業委員会会長から本日の会

議を欠席させてほしい旨の届け出があり、許可

いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

４号をもって進めます。 

 ここで、本日の会議の運営について、議会運

営委員会の報告を求めます。 

 髙橋孝夫議会運営委員長。 

  （髙橋孝夫議会運営委員長登壇） 

○髙橋孝夫議会運営委員長 おはようございます。 

 本日の本会議運営について、先ほど議会運営

委員会を開催し、協議いたしましたので、その

結果をご報告いたします。 

 初めに、６月４日の本会議において各常任委

員会及び予算特別委員会に付託されました議案

などの審査結果を各常任委員会委員長、予算特

別委員会委員長から報告を受け、それぞれ質疑、

討論、表決を行います。 

 次に、本日追加提案されます議案について申

し上げます。 

 追加議案は、議事日程第４号のとおり、議会

案３件であります。追加議案の審議につきまし

ては、付託議案の表決終了後に、議長から委員

会付託を省略し、全員による審議を諮っていた

だき、決定後、それぞれ提案説明を受け、質疑、

討論、表決を行います。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げて報告といたします。 

○町田義昭議長 お諮りいたします。本日の会議

は、ただいまの議会運営委員長報告のとおり、

配付しております議事日程第４号をもって進め

ることにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 それでは、直ちに本日の会議に入ります。 

 

 

 日程第１ 議案第６２号 消防ポン 

 プ庫倒壊による事故に係る損害賠償 

 の額の決定について外１０件 

 

 

○町田義昭議長 日程第１、議案第62号 消防ポ

ンプ庫倒壊による事故に係る損害賠償の額の決

定についてから、日程第11、議案第69号 平成

21年度長井市介護保険特別会計補正予算第１号

までの11件を一括議題といたします。 

 

 

 総務・文教常任委員会審査報告 

 

 

○町田義昭議長 初めに、総務・文教常任委員会

の審査の報告を求めます。 

 大道寺 信委員長。 

  （大道寺 信総務・文教常任委員長登壇） 

○大道寺 信総務・文教常任委員長 おはようご

ざいます。 

 平成21年第４回市議会定例会において総務・

文教常任委員会に付託になりました議案２件、

請願１件について、審査いたしました経過と結

果についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る６月12日

に開催し、委員全員出席のもと、当局関係者の

出席を求め、審査をいたしております。 
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 それでは、議案第62号 消防ポンプ庫倒壊に

よる事故に係る損害賠償の額の決定についてご

説明申し上げます。 

 本案は、長井市が管理する消防ポンプ庫の倒

壊による事故に係る損害賠償の額を決定するた

め、地方自治法の規定より提案されたものであ

ります。 

 審査に際し、消防主幹から、倒壊した大石ポ

ンプ庫は59ある消防団が管理するポンプ庫には

入っておらず、管理が不明確な棟であった。長

井市には倒壊の危険性のある建物を放置してい

た瑕疵があり、50％の過失割合で損害の賠償を

行うとの説明を受けたところであります。 

 質疑に入り、委員からは、管理が不明確なポ

ンプ庫はほかにないのかとの質疑がなされ、消

防主幹からは、大石地区婦人消防隊が所有して

いたものが残されているが、解体撤去するよう

進めているとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、老朽化したポンプ庫はな

いか、収納されている資器材の点検、指導はど

うなっているのかとの質疑がなされ、消防主幹

からは、管理されているポンプ庫59棟には40年

以上過ぎたものが２棟、30年以上が９棟、25年

以上が６棟ある。資器材については、日常点検

がなされ、指導もしているとの答弁を受けたと

ころであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第63号 長井市役所第二庁舎前駐

車場内グレーチングによる事故に係る損害賠償

の額の決定についてご説明申し上げます。 

 本案は、長井市役所第二庁舎前駐車場内グレ

ーチングによる事故に係る損害賠償の額を決定

するため、地方自治法の規定により提案された

ものであります。 

 審査に際し、財政課長から、この事故におけ

る長井市の過失割合は10割で損害の賠償を行う

との説明を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、請願第４号 「教育予算の拡充を求め

る意見書提出方請願」についてご説明申し上げ

ます。 

 本請願は、山形県教職員組合置賜地区支部支

部長、小口裕之氏から提出されたものでありま

す。 

 本請願の趣旨とするところ並びに内容を申し

上げます。子供たちに豊かな教育を保障するこ

とは社会の基盤づくりにとって極めて重要なこ

とであり、家計基盤の弱い家庭への子供に係る

給付拡充などの施策の実施や、家庭の所得の違

いによって子供たちの教育や進路に影響が出な

いための公教育の基盤充実が不可欠である。し

かし、義務教育費国庫負担金の負担割合が２分

の１から３分の１に縮小されたことや地方交付

税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、

自治体において教育予算の確保が困難となって

おり、広がる教育条件の自治体間格差の是正が

急務である。自治体の財政力や保護者の所得の

違いによって子供たちが受ける教育水準に格差

があってはならず、教育予算を国全体としてし

っかりと確保、充実させることを求める意見書

を政府関係機関に提出していただきたいとする

ものであります。 

 質疑に入り、委員からは、日本の子供に関す

る公的支出は先進国最低レベルとあるが、どの

程度なのかとの質疑がなされ、管理課長からは、

2005年の教育機関への公財政支出の対ＧＤＰ比

では、ＯＥＣＤ加盟国の平均が5.0％であるの

に対し日本は3.4％であり、平均に比べ低い状

況にあるとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、第８次公立義務教育諸学

校教職員定数改善計画とは何かとの質疑がなさ

れ、管理課長からは、文部省は学力向上のため

の少人数教育推進プランとして、平成18年度か

ら平成22年度まで１万5,000人の改善総数を上
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げ、予算要求を行ったものであるが、策定、実

施とはならなかったとの答弁を受けたところで

あります。 

 また、委員からは、教職員人材確保のため教

職員給与の財源を確保、充実することとあるが、

財源は不足しているのかとの質疑がなされ、管

理課長からは、義務教育費国庫負担金の負担割

合が２分の１から３分の１になったことで地方

の負担が大きくなっていると言えるとの答弁を

受けたところであります。 

 採決の結果、本請願は、全員一致で採択すべ

きものと決定いたしました。 

 なお、後刻意見書を提出させていただきます

ので、よろしくご賛同賜りますようにお願い申

し上げます。 

 以上で総務・文教常任委員会に付託になりま

した案件審査の報告を終わります。 

○町田義昭議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第１、議案第62号 消防ポン

プ庫倒壊による事故に係る損害賠償の額の決定

についてから、日程第３ 請願第４号 「教育

予算の拡充を求める意見書提出方請願」につい

てまでの３件について、討論の通告がありませ

んので、討論を終結し、順次採決いたします。 

 まず、日程第１、議案第62号 消防ポンプ庫

倒壊による事故に係る損害賠償の額の決定につ

いての１件について、総務・文教委員長の報告

は、原案可決であります。 

 総務・文教委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第62号は、総務・文教委員長報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第63号 長井市役所第

二庁舎前駐車場内グレーチングによる事故に係

る損害賠償の額の決定についての１件について、

総務・文教委員長の報告は、原案可決でありま

す。 

 総務・文教委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第63号は、総務・文教委員長報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、日程第３、請願第４号 「教育予算の

拡充を求める意見書提出方請願」についての１

件について、総務・文教委員長の報告は、採択

であります。 

 総務・文教委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

請願第４号は、総務・文教委員長報告のとおり

決定いたしました。 

 

 

 厚生常任委員会審査報告 

 

 

○町田義昭議長 次に、厚生常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 蒲生光男委員長。 

  （蒲生光男厚生常任委員長登壇） 

○蒲生光男厚生常任委員長 平成21年第４回市議

会定例会において厚生常任委員会に付託になり

ました議案１件について、審査をいたしました

経過と結果についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、６月15日に開

催し、委員全員出席のもと、当局関係者の出席

を求め、審査をいたしております。 


